
第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

政策会議案件書（ 審 議 案 件 ）  

  令 和 ８ 年 １ 月 3 0 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
市 民 部 文 化 ス ポ ー ツ 課  

案 件 名 称  
三 浦 市 南 下 浦 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 の 基 本 方 針 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

  ―  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

 三 浦 市 南 下 浦 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 基 本 方 針 を 別 紙 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

三 浦 市 勤 労 市 民 セ ン タ ー に つ い て は 、 改 修 工 事 を 行 っ て 、

新 た な 施 設 と し て 活 用 す る 方 針 の も と 、 令 和 ７ 年 末 を も っ て

廃 止 さ れ た （ 令 和 ７ 年 ７ 月 議 会 に て 関 係 条 例 議 決 ）。  

改 修 後 の 当 該 施 設 は 、 三 崎 地 域 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成

や 生 涯 学 習 、 文 化 活 動 等 に 資 す る 施 設 と し て 新 た に 位 置 付 け

る こ と と し 、 名 称 を 三 崎 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー と し て 、 指 定

管 理 者 制 度 を 導 入 し た 管 理 運 営 を 行 う こ と と す る た め 、 こ れ

ら に 必 要 な 規 定 を 条 例 と し て 整 備 す る と と も に 、 同 趣 旨 の 施

設 に 係 る 条 例 を 集 約 す る こ と と し て 、 既 存 の 三 浦 市 南 下 浦 コ

ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 条 例 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー に 関 す る 条 例 と し て 、 既 に 三 浦 市 南

下 浦 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 条 例 が 制 定 さ れ て お り 、 同 条 例 を

改 正 し 、 三 崎 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 設 置 、 管 理 等 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る こ と と し て 、 別 紙 基 本 方 針 の と お り 改 正 す る

こ と と し た い 。  

 審 議 決 定 後 は 、 令 和 ８ 年 第 １ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 議 案 と

し て 提 出 す る こ と と し た い 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

 大 綱 １  一 体 感 の あ る 都 市 を め ざ し て ～ 心 を 合 わ せ る  

 目 標 ２  三 浦 が 一 体 と な る 文 化 づ く り  

 施 策 ３   市 民 文 化 の 活 動 の 基 盤 づ く り  

 

備 考  

 説 明 員  平 松 文 化 ス ポ ー ツ 課 長  

 

 

        


